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この手引きにおける法令等の略称は、以下のとおりです。 
「法」：森林法 
「法施行令」：森林法施行令 
「法施行規則」：森林法施行規則 
「法施行細則」：森林法施行細則 
「条例」：千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例 
「条例施行規則」：千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例施行規則 
「審査基準」：千葉県林地開発許可審査基準 
「行政指導指針」：千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針 


